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⑴ 狭山市立第一学校給食センター更新事業の入札説明書等に関して、平成１９年４月２５日（水）から平成１９年５月７日（月）まで

の間に受け付けた質問に対して回答したものです。 

⑵ 寄せられた質問は、原則として原文のまま掲載しています。ただし、事項別の分類及び記載位置については、市で整理しています。 

⑶ 本回答については、現時点での市の考え方を示したものであり、今後変更する可能性があります。最終的には最新の入札関連書類に

基づいてください。 

⑷ 第二回目の質問回答に向けての留意点 

・ 質問者の特殊な技術、ノウハウ等が含まれ、非公表扱いを希望する質問については、その旨を明記してください。市が質問者の権

利等を害するおそれがあると判断したものについては、非公表にて回答します。ただし、権利等を害するおそれがないと判断したも

のについては、公表対象の質問に変更されるか、取り下げていただく場合があります。 

・ 公表済みの質問回答をご確認いただき、質問が重複しないことを確認の上、提出してください。 
 



狭山市立第一学校給食センター更新事業　様式集（入札参加資格審査）に関する質問

Ｎｏ 本文
様式
番号

1 項目等 質問内容 回答

1 １-５ 1
特定建設業の許可の種類が入札説明書（建築一式工事のみ）と異なっ
ていますが、入札説明書が正しいということでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。該当箇所を修正します。

2 １-５ 3
入札説明書では、「平成９年４月以降に」という文言が含まれていませ
んが、入札説明書が正しいということでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。　様式１－５を修正します。

3 １-6 2

維持管理業
務を行う者
の参加資格
等要件に関

「維持管理業務の実績を有していることを証する書類」とありますが、具
体的にどのような書類を指しているのかご教示願います。

契約書並びに仕様書など、業務内容が分かる書類です。

4 1-7 4
給食配送・回
送業務を行
う者

４を証する書類としての業務委託仕様書とは過去の業務受託実績に関
するものでしょうか。入札説明書において過去の業務実績に関する参
加資格要件は規定されておりませんので、何らかの業務実績は必要な
いと理解していますが、どのような仕様書なのか具体的内容をご教示
下さい。

給食配送・回収業務を行う者については、実績要件は、ありません。提出する
書類としては、「業務委託仕様書」、「ＨＡＣＣＰ関連資格保有者を有することを証
する書類」、「他者の指導監督の下に実施する業務実施体制表」のいずれかで
結構です。

5 1-7 4
給食配送・回
送業務を行
う者

◆３にある、４を証する書類としてのＨＡＣＣＰ関連資格保有者を有する
ことを証する書類とは、平成９年２月３日厚生省通知の「ＨＡＣＣＰシステ
ムについて相当程度の知識を持つと認められる者として修得すべき内
容」に準じた講習会を受講した証明でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 1-7 4
給食配送・回
送業務を行
う者

◆３にある他者の指導監督の下とありますが、他者とは入札参加グ
ループ構成員や協力企業の他、グループ外の企業でもよろしいでしょう
か。

構いません。

7 1-7 4
給食配送・回
送業務を行
う者

◆３にある他者に関する参加資格要件は無いと理解してよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

8 １－７ 3
参加資格要
件に関する
書類

調理責任者兼アレルギー対応食責任者の実務経験を証明する書類は
どのような書類を提出すればよろしいでしょうか。代表者による証明で
よろしいでしょうか。もし不十分な場合どのような書類か具体的にお示し
ください。

入札説明書質問№36をご参照ください。

9 １－７ 3
参加資格要
件に関する
書類

証明内容は提案提出時現在における配置候補者の内容でよろしいで
しょうか。業務開始までの期間が長いため、業務開始時に提案書提出
時の配置予定者が配置されない事態も起こりうると考えられます。

申請時の者が配置されない場合には、その理由や要件などを確認した上で、
変更を認めます。

10 １－７ 4
参加資格要
件に関する
書類

他者の指導の指導監督の下に実施する・・・とは、民間の給食業者が発
注している配送業務でも認められますか。また、施設には条件がありま
すか。

条件を満たしていれば民間発注でも構いません。また、施設に関する条件はあ
りません。
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11 １－７ 3
３の条件に合う運営企業の従業員個人名も挙げるという意味でしょう
か。仮に個人名を挙げる場合、その従業員が調理責任者兼アレルギー
対応調理責任者として配置しなければならないのでしょうか。

前段：要件の確認のため、個人名の表示は必要と考えます。
後段：前出№9をご参照ください。
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